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認知機能検査の実施に関する事務処理要領

第１ 目的

この要領は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下「法」という。）第９

７条の２第１項第３号イの規定により山梨県公安委員会（以下「公安委員会」とい

う。）が行う記憶機能その他の認知機能に関する検査（以下「認知機能検査」とい

う。）の実施及び認知機能検査に従事する者（以下「認知機能検査員」という。）が

受講しなければならない講習（運転免許に係る講習等に関する規則（平成６年国家公

安委員会規則第４号。以下「講習等規則」という。）第４条第２項第1号ロに規定する

公安委員会が行う認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習（以下「認

知機能検査員講習」という。）をいう。）の実施について、山梨県道路交通法施行細

則（昭和３５年山梨県公安委員会規則第７号。以下「細則」という。）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めることを目的とする。

第２ 専決事務

この要領に定める事務は、公安委員会が行うほか、山梨県公安委員会事務専決規程

（昭和４３年山梨県公安委員会規程第２号）に定めるところにより、交通部運転免許

課長（以下「運転免許課長」という。）が処理する。

第３ 認知機能検査

認知機能検査は、専用の検査用紙を用いて、受検者の記憶力・判断力の状況を簡易

な検査によって自覚してもらい、引き続き安全運転を継続することができるよう支援

するために行うものである。

第４ 認知機能検査の実施機関

認知機能検査は、公安委員会が直接実施又は道路交通法施行規則（昭和３５年総理

府令第６０号。以下「規則」という。）第３１条の４の２及び講習等規則に掲げる要

件を備えると公安委員会が認めたもの（以下「委託先実施機関」という。）に、委託

して行うものとする。ただし、道路交通法施行令（昭和３５年政令第２７０号。以下

「令」という。）第４０条の３第７号の規定により、認知機能検査の結果の判定に係

るものについては除くものとする。

なお、原則として、更新時及び任意の認知機能検査については委託先実施機関が、

第６の１（３）の臨時認知機能検査については公安委員会が直接実施するものとす

る。



第５ 認知機能検査員

１ 公安委員会が直接実施する場合

公安委員会が直接検査を実施する場合は、２１歳以上の者であって、警察庁又は

公安委員会が実施する検査の実施に必要な技能及び知識に関する研修を終了したも

のが実施するものとする。

２ 委託先実施機関が実施する場合

(1) 委託先実施機関は、認知機能検査員について、その者の住所、氏名及び講習等

規則第４条第２項第１号に掲げる資格要件を充たすことを証する書面を認知機能

検査員確認届出書（第１号様式）に添付し、交通部運転免許課（以下「運転免許

課」という。）を経由して公安委員会に提出しなければならない。

(2) 運転免許課長は、認知機能検査員確認届出書により認知機能検査員としての資

格要件を充足すると確認したときは、認知機能検査員確認名簿（第２号様式）に

登載するとともに、その旨を記載した認知機能検査員確認届出書の写しにより委

託先実施機関に通知するものとする。

(3) 委託先実施機関は、認知機能検査員が資格要件を欠いたときは、認知機能検査

員資格喪失届出書（第３号様式）により運転免許課を経由して公安委員会に速報

するものとする。

(4) 委託先実施機関の行う認知機能検査は、認知機能検査員確認届出書により確認

を受け、認知機能検査員確認名簿に登載された者以外のものが行ってはならな

い。

第６ 認知機能検査の対象者及び通知

１ 認知機能検査の対象者は、原則として県内に居住する次に掲げる者とする。

(1) 更新時における認知機能検査

ア 法第１０１条の４に規定する免許証の有効期間の更新を受けようとする者

で、免許証の更新期間が満了する日（以下「更新期間満了日」という。）に

おける年齢が７５歳以上のもの

イ 法第９７条の２第１項第３号に規定する運転免許試験の免除を受けようとす

る者（以下「特定失効対象者」という。）で、法第８９条に規定する免許申請

書を提出した日（以下「申請書提出日」という。）における年齢が７５歳以上

のもの

ウ 県外に住所があり、法第１０１条の２の２の規定により更新の申請を希望す

る者（以下「特例優良高齢運転者」という。）で、更新期間満了日における年

齢が７５歳以上のもの

(2) 任意による認知機能検査

（１）ア、イ及びウ並びに７５歳以上の者



(3) 臨時認知機能検査

法第１０１条の７第１項に規定する認知機能が低下した場合に行われやすいも

のとして令第３７条の６の４各号で掲げる違反行為をした７５歳以上の者

２ 認知機能検査の通知

(1) 更新時における認知機能検査

法第１０１条の４第５項の規定による認知機能検査を受けるための必要な事項

を記載した書面の送付（以下「通知」という。）は、別に定める法第１０８条の

２第１項第１２号の規定により公安委員会が行う講習（以下「高齢者講習」とい

う。）の通知に併記して行うものとする。

(2) 臨時認知機能検査

法第１０１条の７第２項の規定による認知機能検査を行う旨を記載した書面の

送付は、規則第２９条の２の５に規定する臨時認知機能検査通知書を配達証明郵

便等に付して行うものとする。

第７ 認知機能検査の手続

１ 更新時における認知機能検査の申込み

(1) 認知機能検査の申込みは、認知機能検査の通知を受けた者が委託先実施機関に

対して行うものとする。

(2) 委託先実施機関は、認知機能検査の申込みを受けたときは認知機能検査予約受

理簿（第４号様式。以下「予約受理簿」という。）により、認知機能検査の実施

日を指定するものとする。

(3) 認知機能検査の実施日の指定は、認知機能検査希望日、更新期間満了日等を考

慮して行うものとする。

(4) 認知機能検査の申込み時に、更新期間満了日の間際又は失効日から６か月が経

過する日の間際の場合は、期間内に受検ができるよう配意するものとする。

２ 任意による認知機能検査の申込み

(1) 認知機能検査の申込みは、認知機能検査の受検を希望する者が委託先実施機関

に対して行うものとする。

(2) 委託先実施機関は、認知機能検査の申込みを受けたときは予約受理簿により、

認知機能検査の実施日を指定するものとする。

(3) 認知機能検査の実施日の指定は、認知機能検査希望日、更新期間満了日等を考

慮して行うものとする。

３ 臨時認知機能検査の申込み

(1) 臨時認知機能検査の申込みは、臨時認知機能検査の通知を受けた者が公安委員

会に対して行うものとする。

(2) 運転免許課長は、臨時認知機能検査の申込みを受けたときは、予約受理簿によ



り、臨時認知機能検査の実施日を指定するものとする。

(3) 臨時認知機能検査については、臨時認知機能検査の通知を受けた日の翌日から

起算して１か月を超えない範囲で受けなければならないことから、確実に当該期

間内に検査日を設定すること。

４ 認知機能検査の申請

(1) 認知機能検査の受検申請は、認知機能検査受検申請書（第５号様式。以下「受

検申請書」という。）により行うものとする。

(2) 認知機能検査の手数料は、山梨県警察関係手数料条例（平成１２年山梨県条例

第３６号。以下「手数料条例」という。）に定められた金額に相当する額面の山

梨県収入証紙を、受検申請書に貼り付けて納付させるものとする。

(3) 認知機能検査の申請受理に当たっては、次の事項に留意するものとする。

ア 通知書、運転免許証等による人定の確認

イ 特例優良高齢運転者については、通知書、運転免許証等による人定の確認及

び更新連絡書での優良運転者（経由更新申請可能者）の確認

ウ 山梨県収入証紙の額面金額と手数料の確認

第８ 認知機能検査の実施等

１ 認知機能検査の実施

認知機能検査は、認知機能検査検査用紙（別記１）を用いて、警察庁の示す認知

機能検査進行要領（以下「進行要領」という。）に従い、次に掲げる検査を行うも

のとする。

ア 手がかり再生

一定のイラストを記憶させ、時間をおき、手がかりを与えた上で回答させる

ことにより、記憶力を検査するもので、使用するイラストについては、手がか

り再生用イラスト（別記２）のパターンＡからパターンＤまでのうち、任意の

１パターンを使用する。

イ 時間の見当識

検査時における年月日、曜日及び時間を回答させることにより、時間の感覚

を検査する。

２ 認知機能検査の採点及び結果の判定

(1) 認知機能検査の採点

認知機能検査の採点は、警察庁の示す認知機能検査の採点基準に従い、手がか

り再生において使用するイラストのパターンに対応する採点補助用紙（別記３）

を用いて行う。

(2) 認知機能検査の結果の判定

運転免許課長は、規則第２９条の３第１項第１号に規定する式により総合点を



算出し、その総合点により、次の２つに判定する。

(ｱ) 認知症のおそれがある者 総合点が３６点未満の者

(ｲ) 認知症のおそれがない者 総合点が３６点以上の者

(3) 認知機能検査の採点及び結果の判定は、必ず複数人で行うこと。

３ 結果の通知

(1) 結果の通知は、認知機能検査結果通知書（第６号様式及び第６号様式の２。以

下「結果通知書」という。）により行うものとする。

(2) 運転免許課長は、委託先実施機関が実施した結果通知書の交付を、委託先実施

機関に行わせるものとする。

(3) 通知書番号は、暦年ごとの一連番号（４桁）に公安委員会は００を、委託先実

施機関は同実施機関ごとに指定する番号２桁を冠し記載するものとする。

(4) 委託先実施機関は、結果の通知に際して、重要な個人情報であることに十分留

意し、封筒に入れるなど他の受検者に知られることのないよう配意するととも

に、高齢者講習受講時に持参するよう教示するものとする。

(5) 運転免許課長及び委託先実施機関は、認知機能検査結果通知書受払簿（第７号

様式及び第８号様式）により、結果通知書の保管及び管理を確実に行うととも

に、認知機能検査結果通知書交付簿（第９号様式。以下「交付簿」という。）に

より交付状況を明らかにしておくものとする。また、結果通知書の写しを作成

し、保管しておくものとする。

４ 受検者への説明と苦情等に対する対応

(1) 受検者への説明

検査結果を通知した後、進行要領に従い、受検者に説明を行うものとする。

(2) 苦情等に対する対応

委託先実施機関は、検査結果について受検者から苦情又は不服の申出があった

場合には、検査終了後に個別に説明を行うものとする。この場合、必要に応じて

検査用紙及び採点補助用紙を示し、採点方法及び採点結果について説明を行うも

のとし、説明によっても納得しない受検者に対しては、運転免許課に相談するよ

うに教示すること。

なお、これらの苦情又は不服の申出と対応状況については、必要に応じ記録す

るものとする。

５ 認知機能検査の結果報告

委託先実施機関は、認知機能検査の実施結果については、認知機能検査実施結果

報告書（第１０号様式）に交付簿の写し、受検申請書、認知機能検査検査用紙（た

だし、問題用紙は除く。）及び採点補助用紙を添えて、運転免許課を経由して公安

委員会に報告するものとする。



第９ 指導、監督等

運転免許課長は、委託先実施機関が認知機能検査を適正かつ円滑に行うよう指導、

監督するとともに、必要な報告を求め、認知機能検査員の技能及び知識の向上に資す

るため、研修を行うこととする。

第１０ 認知機能検査員講習

１ 運転免許課長が実施する認知機能検査員講習は、県内に居住する２１歳以上の者

で、認知機能検査員になろうとするものを対象として行うものとする。

２ 認知機能検査員講習の受講手続

(1) 認知機能検査員講習の受講申請

受講の申請は、認知機能検査員講習受講申請書（細則別記様式第１５の６。以

下「申請書」という。）により行うものとする。

(2) 自動車安全運転センターが実施する新任運転適性指導員研修、運転適性講習指

導員研修又は高齢者講習指導員研修（以下「高齢者講習指導員研修等」とい

う。）で講習項目の一部について受講済みであることを理由に当該講習項目の受

講免除を希望する者（以下「講習項目一部免除者」という。）から受講申請があ

った場合は、高齢者講習指導員研修等を終了していることを証する書面を確認し

た後、認知機能検査員講習の受講申請を受理するものとする。

(3) 当該年度に自動車安全運転センターが実施する高齢者講習指導員研修を予定さ

れている者から受講申請があった場合は、入所予定を確認した後、講習項目一部

免除の対象者として認知機能検査員講習の受講申請を受理するものとする。

３ 認知機能検査員講習の実施

(1) 認知機能検査員講習は、警察庁が実施する認知機能検査の実施に必要な技能及

び知識に関する研修を終了した者が行い、その内容は、認知機能検査員講習の講

習項目及び講習時間の基準（細則別表第４の４）のとおりとする。

なお、講習項目一部免除者に対しては、免除した項目以外の項目について行う

ものとする。

(2) 講習方法

ア 高齢者と認知症の実態及び基礎理論

視聴覚教材「認知症を知る：正しい理解のために」により行う。

イ 高齢運転者対策の概要

本県の実情に応じて作成した高齢者の事故の現状等の資料を用いて、認知機

能検査の導入、認知機能検査の結果に基づく高齢者講習の受講、運転免許証の

更新手続等について講義形式により行う。

ウ 認知機能検査の実施方法

(ｱ) 講義形式により、検査実施に当たっての心構え、検査の実施要領、検査の



採点及び検査結果の通知について説明を行う。

(ｲ) 講師による検査の模範実施を行い、模範実施後、受講者からの質疑対応を

行う。

(ｳ) 受講者が２人１組になって、相互に検査の模擬実施を行う。

(ｴ) 模擬実施後の受講者からの質疑対応を行う。

４ 認知機能検査員講習の手数料

講習手数料は、手数料条例に定められた金額に相当する額面の山梨県収入証紙を

申請書に貼り付けて納付させるものとする。

５ 講習を終了した者に対しては、認知機能検査員講習終了証明書（細則別記様式第

１５の７。以下「終了証明書」という。）を交付するものとする。この際、終了証

明書は講習を終了した証明であって、認知機能検査員の資格を証するものではない

ことを説明するものとする。

６ 終了証明書番号は、暦年ごとの一連番号（４桁）に交付年の西暦４桁を冠し記載

するものとする。

７ 運転免許課長は、認知機能検査員講習終了証明書交付簿（第１１号様式）によ

り、交付状況を明らかにしておくものとする。

第１１ 書類及び備付簿冊の保存期間

１ 運転免許課に保存すべき書類及び備付簿冊の保存期間は、次のとおりとする。

簿 冊 名 等 保存期間

認知機能検査員講習受講申請書（細則別記様式第１５の ５年

６）

認知機能検査検査用紙（別記１）（問題用紙を除く。） ４年

採点補助用紙（別記３） ４年

認知機能検査員確認届出書（第１号様式） 資格を喪失するまで

認知機能検査員確認名簿（第２号様式） ３０年

認知機能検査員資格喪失届出書（第３号様式） １年

認知機能検査予約受理簿（第４号様式） １年

認知機能検査受検申請書（第５号様式） ５年

認知機能検査結果通知書（第６号様式）（写し） １年

認知機能検査結果通知書（第６号様式の２）（写し） １年

認知機能検査結果通知書受払簿（第７号様式） １年

認知機能検査結果通知書交付簿（第９号様式） ４年

認知機能検査実施結果報告書（第１０号様式） １年

認知機能検査員講習終了証明書交付簿（第１１号様式） ３０年



２ 委託先実施機関に保存すべき書類及び備付簿冊の保存期間は、次のとおりとす
る。

簿 冊 名 等 保存期間

認知機能検査予約受理簿（第４号様式） １年

認知機能検査結果通知書（第６号様式）（写し） １年

認知機能検査結果通知書（第６号様式の２）（写し） １年

認知機能検査結果通知書受払簿（第８号様式） １年

認知機能検査結果通知書交付簿（第９号様式） ４年



別記1

認知機能検査検査用紙
に ん ち き の う け ん さ け ん さ よ う し

名 前
な ま え

大正
た い し よ う

⽣年⽉⽇ 年 ⽉ ⽇
せ い ね ん が つ ぴ ね ん が つ に ち

昭和
し よ う わ

諸注意
し よ ちゆう い

１ 指示があるまで、用紙はめくらないでください。
し じ よ う し

２ 答を書いているときは、声を出さないでください。
こたえ か こ え だ

３ 質問があったら、手を挙げてください。
し つ も ん て あ



問 題 用 紙 １
も ん だ い よ う し

これから、たくさん数字が書かれ
す う じ か

た表が出ますので、私が指示をした
ひ よ う で わ た し し じ

数字に斜線を引いてもらいます。
す う じ し や せ ん ひ

例えば、「１と４」に斜線を引い
た と し や せ ん ひ

てくださいと言ったときは、
い

４ ３ １ ４ ６ ２ ４ ７ ３ ９

８ ６ ３ １ ８ ９ ５ ６ ４ ３

と例示のように順番に、⾒つけただ
れ い じ じ ゆ ん ば ん み

け斜線を引いてください。
し や せ ん ひ

※ 指示があるまでめくらないでください。
し じ



回 答 用 紙 １
か い と う よ う し

９ ３ ２ ７ ５ ４ ２ ４ １ ３

３ ４ ５ ２ １ ２ ７ ２ ４ ６

６ ５ ２ ７ ９ ６ １ ３ ４ ２

４ ６ １ ４ ３ ８ ２ ６ ９ ３

２ ５ ４ ５ １ ３ ７ ９ ６ ８

２ ６ ５ ９ ６ ８ ４ ７ １ ３

４ １ ８ ２ ４ ６ ７ １ ３ ９

９ ４ １ ６ ２ ３ ２ ７ ９ ５

１ ３ ７ ８ ５ ６ ２ ９ ８ ４

２ ５ ６ ９ １ ３ ７ ４ ５ ８

※ 指示があるまでめくらないでください。
し じ



問 題 用 紙 ２
も ん だ い よ う し

少し前に、何枚かの絵をお⾒せしま
す こ ま え な ん ま い え み

した。

何が描かれていたのかを思い出
な に か お も だ

して、できるだけ全部書いてくだ
ぜ ん ぶ か

さい。

※ 指示があるまでめくらないでください。
し じ



回 答 用 紙 ２
か い と う よ う し

１． ９．

２． 10．

３． 11．

４． 12．

５． 13．

６． 14．

７． 15．

８． 16．

※ 指示があるまでめくらないでください。
し じ



問 題 用 紙 ３
も ん だ い よ う し

今度は回答用紙に、ヒントが書
こ ん ど か い と う よ う か

いてあります。

それを手がかりに、もう⼀度、
て い ち ど

何が描かれていたのかを思い出し
な に か お も だ

て、できるだけ全部書いてくださ
ぜ ん ぶ か

い。

※ 指示があるまでめくらないでください。
し じ



回 答 用 紙 ３
か い と う よ う し

１．戦いの武器 ９．文房具
たたか ぶ き ぶ ん ぼ う ぐ

２．楽器 10．乗り物
が つ き の も の

３．体の⼀部 11．果物
からだ い ち ぶ く だ も の

４．電気製品 12．衣類
で ん き せ い ひ ん い る い

５．昆虫 13．鳥
こ ん ちゆう と り

６．動物 14．花
ど う ぶ つ は な

７．野菜 15．大工道具
や さ い だ い く ど う ぐ

８．台所用品 16．家具
だ い どころ よ う ひ ん か ぐ

※ 指示があるまでめくらないでください。
し じ



問 題 用 紙 ４
も ん だ い よ う し

この検査には、５つの質問があり
け ん さ し つ も ん

ます。

左側に質問が書いてありますの
ひ だ り が わ し つ も ん か

で、それぞれの質問に対する答を右
し つ も ん た い こ た え み ぎ

側の回答欄に記入してください。
が わ か い と う ら ん き に ゆ う

答が分からない場合には、自信が
こ た え わ ば あ い じ し ん

なくても良いので思ったとおりに記
よ お も き

入してください。空欄とならないよ
に ゆ う く う ら ん

うにしてください。

※ 指示があるまでめくらないでください。
し じ



回 答 用 紙 ４
か い と う よ う し

以下の質問にお答えください。
い か し つ も ん こ た

質 問 回 答
し つ も ん か い と う

今年は何年ですか︖ 年
こ と し な ん ね ん ね ん

今⽉は何⽉ですか︖ ⽉
こ ん げ つ な ん が つ が つ

今⽇は何⽇ですか︖ ⽇
き よ う な ん に ち に ち

今⽇は何曜⽇ですか︖ 曜⽇
き よ う な ん よ う び よ う び

今は何時何分ですか︖ 時 分
い ま な ん じ な ん ぷ ん じ ふ ん



別記２ 手がかり再生用イラスト

　パターンＡ



パターンＡ



パターンＡ



パターンＡ



パターンＢ



パターンＢ



パターンＢ



パターンＢ



パターンＣ



パターンＣ



パターンＣ



パターンＣ



パターンＤ



パターンＤ



パターンＤ



パターンＤ



1 時 分

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A B

/32 /15 点

パターンA

ラジオ

受検者氏名

回答用紙２、回答用紙３（手がかり再生）

得点

年　　月　　日(　　)　　時　　分

検査開始日時

自由 手がかり 得点

/32

小計　（Ａ）

ペンチ

ベッド

にわとり

バラ

ブドウ

スカート

ものさし

オートバイ

タケノコ 何時何分

フライパン

ライオン

×2.499＋ ×1.336＝
３６点未満

３６点以上

小計　（Ｂ）
/15

総合点

【総合点の算出】

採点者 点検者

回答用紙４（時間の見当識）

【検査時刻】

【採点結果】

採点補助用紙

別記３

何月

何日

何曜日

質問

何年

イラスト

大砲

オルガン

耳

テントウムシ



1 時 分

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A B

/32 /15 点

パターンB

採点補助用紙

受検者氏名 検査開始日時

年　　月　　日(　　)　　時　　分

回答用紙２、回答用紙３（手がかり再生） 回答用紙４（時間の見当識）

イラスト 自由 手がかり 得点 【検査時刻】

戦車

太鼓 質問 得点

目 何年

ステレオ 何月

トンボ 何日

ウサギ 何曜日

トマト 何時何分

ヤカン
小計　（Ｂ）

/15万年筆

飛行機

レモン

コート

ペンギン

ユリ

カナヅチ

３６点以上

机

小計　（Ａ）
/32

採点者 点検者

【総合点の算出】 【採点結果】

×2.499＋ ×1.336＝

総合点 ３６点未満



1 時 分

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A B

/32 /15 点

パターンC

採点補助用紙

受検者氏名 検査開始日時

年　　月　　日(　　)　　時　　分

回答用紙２、回答用紙３（手がかり再生） 回答用紙４（時間の見当識）

イラスト 自由 手がかり 得点 【検査時刻】

機関銃

琴 質問 得点

親指 何年

電子レンジ 何月

セミ 何日

牛 何曜日

トウモロコシ 何時何分

ナベ
小計　（Ｂ）

/15はさみ

トラック

メロン

ドレス

クジャク

チューリップ

ドライバー

３６点以上

椅子

小計　（Ａ）
/32

採点者 点検者

【総合点の算出】 【採点結果】

×2.499＋ ×1.336＝

総合点 ３６点未満



1 時 分

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A B

/32 /15 点

パターンD

採点補助用紙

受検者氏名 検査開始日時

年　　月　　日(　　)　　時　　分

回答用紙２、回答用紙３（手がかり再生） 回答用紙４（時間の見当識）

イラスト 自由 手がかり 得点 【検査時刻】

刀

アコーディオン 質問 得点

足 何年

テレビ 何月

カブトムシ 何日

馬 何曜日

カボチャ 何時何分

包丁
小計　（Ｂ）

/15筆

ヘリコプター

パイナップル

ズボン

スズメ

ヒマワリ

ノコギリ

３６点以上

ソファー

小計　（Ａ）
/32

採点者 点検者

【総合点の算出】 【採点結果】

×2.499＋ ×1.336＝

総合点 ３６点未満



第１号様式

認 知 機 能 検 査 員 確 認 届 出 書

年 月 日

山 梨 県 公 安 委 員 会 殿

検 査 実 施 機 関

管 理 者

次の者を、認知機能検査員として確認されたく届出いたします。

記

確認を受けようとする者

本 籍

住 所

氏 名

生年月日

認知機能検査員講習終了証書交付日 年 月 日

高齢者講習指導員の資格の有無 有 ・ 無

その他特記事項

備考 現有資格を証する書面、運転免許証、住民票の写し及び履歴書を添付すること。



第２号様式

認 知 機 能 検 査 員 確 認 名 簿

番号 検 査 実 施 機 関 名 氏 名 生 年 月 日 住 所 確 認 年 月 日 備 考



第３号様式

認 知 機 能 検 査 員 資 格 喪 失 届 出 書

年 月 日

山 梨 県 公 安 委 員 会 殿

検 査 実 施 機 関

管 理 者

次の者は、認知機能検査員としての資格要件を喪失又は検査等に従事しなくなったので届出

いたします。

記

本 籍

住 所

氏 名 年 月 日生（ 歳）

資 格 喪 失 の

事 由

従事しなくなった

事 由

備 考

備考 従事しなくなった事由は、退職等の具体的理由をいう。



第４号様式

認 知 機 能 検 査 予 約 受 理 簿

検 査 等 実 施 日 月 日（ 曜日）

氏 名 住 所 受付日等

番号 保有免許の免番・種別等 備 考

（年齢） （ 電 話 番 号 等 連 絡 先 ） 受付日 担当者

第 号

種別 月 日

年 月 日生( 歳) 電話 有効・失効

第 号

種別 月 日

年 月 日生( 歳) 電話 有効・失効

第 号

種別 月 日

年 月 日生( 歳) 電話 有効・失効

第 号

種別 月 日

年 月 日生( 歳) 電話 有効・失効

第 号

種別 月 日

年 月 日生( 歳) 電話 有効・失効

第 号

種別 月 日

年 月 日生( 歳) 電話 有効・失効



第５号様式

認 知 機 能 検 査 受 検 申 請 書

年 月 日

山梨県公安委員会 殿

申請者 住 所

氏 名

生年月日 年 月 日生（ 歳）

電話番号 男・女

私は、道路交通法第９７条の２第１項第３号イに規定する検査の受検を申請します。

更新認知機能検査

検 査 の 種 別 臨時認知機能検査

任意認知機能検査

免許証 有効 年 月 日まで有効

交付公安委員会 公安委員会交付 の

効 力 失効 年 月 日 失効

免 許 証 番 号 第 号

第 第

一 二

取得免許の種類 種 大 中 準 普 大 大 普 小 原 け 種 大 中 普 大 け

免 中 自 自 免 型 型 通 特 引

許 型 型 型 通 特 二 二 特 付 引 許 二 二 二 二 二

検

査

手

数

料

備考１ 氏名等は、明瞭に楷書で記載すること。

２ 「検査の種別」欄は、該当する検査の種別に○印を付すこと。

３ 「免許証の効力」欄は、有効又は失効に○印を付し、有効期間又は失効年月日を記載する

こと。

４ 「検査手数料」欄には、手数料額に相当する収入証紙を貼り付けること。



第６号様式（表面）

認知機能検査結果通知書
に ん ち き の う け ん さ け つ か つ う ち し よ

住 所
じゆう し よ

氏 名
し め い

⽣ 年 ⽉ ⽇
せ い ね ん が つ ぴ

検査年⽉⽇
け ん さ ね ん が つ ぴ

検 査 場 所
け ん さ ば し よ

総合点 点
そ う ご う て ん て ん

(Ａ 点）

(Ｂ 点）

記憶⼒・判断⼒が低くなっており、認知症のおそれがあります。
き お くりよく は んだ んりよく ひ く に ん ち しよう

記憶⼒・判断⼒が低下すると、信号無視や⼀時不停⽌の違反
き お く りよく は ん だ ん りよく て い か し ん ご う む し い ち じ ふ て い し い は ん

をしたり、進路変更の合図が遅れたりする傾向がみられます。
し ん ろ へ ん こ う あ い ず お く け い こ う

今後の運転について十分注意するとともに、医師やご家族に
こ ん ご う ん て ん じゆう ぶ ん ちゆう い い し か ぞ く

ご相談されることをお勧めします。
そ う だ ん す す

また、臨時適性検査（専門医による診断）を受け、⼜は医師
り ん じ て き せ い け ん さ せ ん も ん い し ん だ ん う ま た い し

の診断書を提出していただくお知らせが公安委員会からありま
し ん だ ん し よ て い しゆつ し こ う あ ん い い ん か い

す。
この診断の結果、認知症であることが判明したときは、運転

し ん だ ん け つ か に ん ち しよう は ん め い う ん て ん

免許の取消し、停⽌という⾏政処分の対象となります。
め ん き よ と り け て い し ぎよう せ い し よ ぶ ん た い しよう

年 ⽉ ⽇

⼭梨県公安委員会 印



第６号様式（裏面）

認知機能検査の判定や計算等について
に ん ち き の う け ん さ は ん て い け い さ ん と う

総合点による判定
そ う ご う て ん は ん て い

36点未満 記憶力・判断力が低くなっており、認知症のおそれがある
て ん み ま ん き おくりよく はん だんりよく ひく にん ち しよう

判定の基準となる点数（36点）は、認知機能検査の結果と認知症専門医
は ん て い き じゆん て ん す う て ん に ん ち き の う け ん さ け つ か に ん ち しようせ ん も ん い

による診断結果との関係を統計的に分析して定められたものです。
し ん だ ん け つ か か ん け い と う け い て き ぶ ん せ き さ だ

認知機能検査は、あなたの記憶⼒、判断⼒の状況を簡易な検査によって
に ん ち き の う け ん さ き お くりよく は ん だ んりよく じようきよう か ん い け ん さ

確認するもので、認知症の診断を⾏うものではありません。
か く に ん に ん ち しよう し ん だ ん おこな

したがって、総合点が36点未満であったとしても、直ちに認知症である
そ う ご う て ん て ん み ま ん た だ に ん ち しよう

ことを示すものではありません。また、36点以上であったとしても、必
し め て ん い じよう かなら

ずしも認知症でないことを示すものではありませんので、記憶⼒、判断
に ん ち しよう し め き お くりよく は ん だ ん

⼒に不安のある⽅は、お近くの医療機関等で相談されることをお勧めし
りよく ふ あ ん か た ち か い りよう き か ん と う そ う だ ん す す

ます。認知症のおそれがあるとされても、免許証の更新をすることはで
に ん ち しよう め ん き よしよう こ う し ん

きますし、直ちに免許が取り消されるわけではありません。ただし、警察
た だ め ん き よ と け け い さ つ

から連絡があり、医師の診断を受けることになります。
れ ん ら く い し し ん だ ん う

認知症と診断された場合は、免許が取り消され、⼜は停⽌されます。
に ん ち しよう し ん だ ん ば あ い め ん き よ と け ま た て い し

今回の検査の結果について、御質問のある⽅は、認知機能検査を⾏った
こ ん か い け ん さ け つ か ご し つ も ん か た に ん ち き の う け ん さ おこな

ところやお住まいの都道府県警察の運転免許担当課までお問い合わせくだ
す と ど う ふ け ん け い さ つ う ん て ん め ん き よ た ん と う か と あ

さい。

総合点の計算
そ う ご う て ん け い さ ん

総合点は、次の計算式に当てはめて算出しています。
そ う ご う て ん つ ぎ け い さ ん し き あ さ んしゆつ

正しい回答が多くなるにつれて総合点が高くなります。
た だ か い と う お お そ う ご う て ん た か

総合点 ＝ 2.499×Ａ＋1.336×Ｂ
そ う ご う て ん

Ａは、記憶した16種類のイラストの名前が正しく回答されているかどう
き お く し ゆ る い な ま え た だ か い と う

かについての点数です。正しく回答すると点数がつきます。
て ん す う た だ か い と う て ん す う

Ｂは、「年」、「⽉」、「⽇」、「曜⽇」、「時刻」が正しく回答されているか
ね ん が つ ひ よ う び じ こ く た だ か い と う

どうかについての点数です。正しく回答すると点数がつきます。
て ん す う た だ か い と う て ん す う



第６号様式の２

認知機能検査結果通知書
に ん ち き の う け ん さ け つ か つ う ち し よ

住 所
じゆう し よ

氏 名
し め い

⽣ 年 ⽉ ⽇
せ い ね ん が つ ぴ

検査年⽉⽇
け ん さ ね ん が つ ぴ

検 査 場 所
け ん さ ば し よ

「認知症のおそれがある」基準には該当しませんでした。
に ん ち しよう き じゆん が い と う

今回の結果は、記憶⼒、判断⼒の低下がないことを意味する
こ ん か い け つ か き お く りよく は ん だ ん りよく て い か い み

ものではありません。
個人差はありますが、加齢により認知機能や身体機能が変化
こ じ ん さ か れ い に ん ち き の う し ん た い き の う へ ん か

することから、自分自身の状態を常に自覚して、それに応じた
じ ぶ ん じ し ん じよう た い つ ね じ か く お う

運転 をすることが⼤切です。
う ん て ん た い せ つ

記憶⼒・判断⼒が低下すると、信号無視や⼀時不停⽌の違反
き お く りよく は ん だ ん りよく て い か し ん ご う む し い ち じ ふ て い し い は ん

をしたり、進路変更の合図が遅れたりする傾向がみられますの
し ん ろ へ ん こ う あ い ず お く け い こ う

で、今後の運転について十分注意してください。
こ ん ご う ん て ん じゆう ぶ ん ちゆう い

年 ⽉ ⽇

⼭梨県公安委員会 印



第７号様式

認知機能検査結果通知書受払簿

受 払 年 月 日 受 枚 数 払 枚 数 残 枚 数 取扱者 備 考



第８号様式

認知機能検査結果通知書受払簿

検査実施機関名（ ）

受 払 年 月 日 受 枚 数 払 枚 数 残 枚 数 取扱者 備 考

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

備考１ 「払枚数」欄の（ ）内には、誤記等の枚数を内数で計上し、その理由を備考欄に

記載すること。

２ 誤記等により未交付となった結果通知書は、随時運転免許課に返納すること。



第９号様式

認 知 機 能 検 査 結 果 通 知 書 交 付 簿

検査実施機関名（ ）

通知書 検 査 氏 名 住 所 性別 免 許 証 番 号 結 果 の 判 定 検査種別 検査員
番 号 年 月 日 （ 年 月 日 ） 採点者・点検者

認知症おそれ 更 認
男・女 有・無 臨 認

年 月 日生 有効・失効 任 意

認知症おそれ 更 認
男・女 有・無 臨 認

年 月 日生 有効・失効 任 意

認知症おそれ 更 認
男・女 有・無 臨 認

年 月 日生 有効・失効 任 意

認知症おそれ 更 認
男・女 有・無 臨 認

年 月 日生 有効・失効 任 意

認知症おそれ 更 認
男・女 有・無 臨 認

年 月 日生 有効・失効 任 意

認知症おそれ 更 認
男・女 有・無 臨 認

年 月 日生 有効・失効 任 意

認知症おそれ 更 認
男・女 有・無 臨 認

年 月 日生 有効・失効 任 意

備考１ 「通知書番号」欄は、暦年ごとの４桁の一連番号のみを記載する。

２ 判定の結果は認知症のおそれの有か無に○を付し、採点者及び点検者を記載する。

３ 検査種別は該当するものに○を付す。「更認」・・更新認知機能検査、「臨認」・・臨時認知機能検査、「任意」・・任意認知機能検査



第１０号様式

認 知 機 能 検 査 実 施 結 果 報 告 書

年 月 日

山 梨 県 公 安 委 員 会 殿

検査実施機関名

管 理 者 名

次の者について、道路交通法第９７条の２第１項第３号イに規定する認知機能検査

を 次 の と お り 実 施 し た の で 報 告 す る 。

記

１ 実施月日

月 日 午前 受検者 計 名 検査員 ほか 名

午後 受検者 計 名 検査員 ほか 名

合 計 実施 回 受検者 名 検査員 名

（内訳）

更新認知機能検査 名

臨時認知機能検査 名

任意認知機能検査 名

２ 受検者

別添「認知機能検査結果通知書交付簿」の写しのとおり

３ その他特記事項

備考 認知機能検査受検申請書を添付すること。



第１１号様式

認知機能検査員講習終了証明書交付簿

交付年月日 年 月 日

終了証明書 氏 名 住 所 備 考
番 号 生 年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日


